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ははじじめめにに  

  

わが国における、就学前の子どもが通う主な施設は文

部科学省が管轄する幼稚園、厚生労働省が管轄する認可

保育所、文部科学省・厚生労働省・内閣府が管轄する認

定こども園の３つである。2018 年に各省によって告示さ

れた幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定

こども園教育・保育要領（以下幼稚園教育要領等と示す）

では、就学前の子どもの保育内容を構成する領域に関す

る事項の整合性が図られることとなった註１。その始まり

は、2006 年改正された教育基本法の第 11 条において「幼

児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要

なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、

幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適

当な方法によって、その振興に努めなければならない」

註 2 と定められたことである。ここで幼児期からの教育の

在り方が初めて示されたことによる影響は大きい。また

2012 年に成立した子ども子育て関連 3 法註 3 においては

「保護者が子育てについての第一義的責任を有するとい

う基本的認識の下に、幼児期の学校教育・保育、地域の

子ども・子育て支援を総合的に推進していく」という趣

旨が打ち出された。その後 2015 年 12 月の中央教育審議

会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支

援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等につい

て」において幼児期の教育の質を重視していくと同時に、

幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園等の就学前施

設と小学校のスムーズな接続の推進を図っていくことの

重要性が示された。これにより保育所や幼保連携型認定

こども園など就学前施設も幼児教育の場と位置付けられ、

就学前施設の保育内容を構成する領域に関する事項の整

合性が図られることとなった。註 4 
保育内容は、就学前施設において保育の目標を達成す

るために展開される全ての内容のことである。その保育

内容における領域とは、子どもが遊びや生活の中で直接

体験しながら身に付ける総合的活動の経験である。総合

的活動の経験を保育者の側から発達や活動を見るために

5 つに分類された観点が 5 領域である。「健康」「人間関

係」「環境」「言葉」「表現」から構成され、各領域にはね

らいと内容が設定されている。この領域の特徴は、小学

校以降のそれぞれの授業として独立している教科教育と

は異なり、就学前の子どもの遊びや生活は、総合的活動

（総合的教育）としてとらえるため、領域単独の活動と

して分類することはできない。保育の活動において「人

間関係」だけの遊びや「言葉」だけの体験と区切ること

はできないということである。一つの遊びや体験の中に

複数の領域の要素が含まれ、重なり合って展開されるこ

とが普通である。また 5 領域を小学校の教科の前段階と

とらえるべきではない。しかし、子どもが経験した様々

な活動が総合的に資質・能力として育まれることが小学

校以降の生活や学習の基盤につながっていくという育ち

の互恵性という考えかたは重要である。これらは幼稚園

教育要領において「幼稚園においては，幼稚園教育が、

小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることに

配慮し、幼児期にふさわしい生活を通して、創造的な思

考や主体的な生活態度などの基礎を培うようにする」1)

と示されている。よって前述の幼児期に育まれる資質・

能力が、小学校以降の教育につながっていく＜図 1＞註５。 
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＜図 1＞幼児教育おいて育みたい資質・能力の整理（出典：教育課程部会 幼児教育部会（第 9 回）2016）

また、2018 年の幼稚園教育要領等の改編では、資質・

能力の具体的な姿として「幼児期の終わりまでに育って

ほしい 10 の姿」註６が新たに示されたことが大きな特徴

である。5 領域から抄出され特に大切したい項目として

幼稚園教育要領第 1 章第 2 節においては「第 2 章に示す

ねらい及び内容に基づく活動全体を通して資質・能力が

育まれている幼児の幼稚園修了時の具体的な姿であり、

教師が指導を行う際に考慮するもの」2)と示された。

幼児期の終わりまでに育ってほしい 10 の姿

⑴健康な心と体（健康）  

⑵自立心（人間関係）  

⑶協同性（人間関係）  

⑷道徳性・規範意識の芽生え（人間関係）  

⑸社会生活との関わり（人間関係・環境）  

⑹思考力の芽生え（環境）  

⑺自然との関わり・生命尊重（環境）  

⑻数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚（環境）

⑼言葉よる伝え合い（言葉）  

⑽豊かな感性と表現（表現）

この「幼児期の終わりまでに育ってほしい 10 の姿」

は幼稚園修了時までに必ず達成しなければならない評価

基準ではない。幼児期は、子どもにとっておもしろく、

興味を抱ける様々な総合的な活動から経験を積んでいく

ことが大事である。それらが将来の学習とのつながりを

創っていくものと見据えて、子どもの発達に見通しをも

って保育をしていくことが望まれる。

子どもたちは当然遊びや生活の中で領域を意識するこ

となく活動をしていくが、保育者は一つずつの遊びや生

活の中にあらわれてくる各領域のねらいや内容を理解し、

その遊びや生活における活動が何につながっていくのか

を吟味していくことが必要である。それらを丹念にする

ことは保育者として不可欠ある。保育者養成課程におい

ても従来の「保育内容の指導法」に加え、新たに「領域

に関する専門的事項」として学問的な背景や基盤となる

考え方の学びを基本に領域における「ねらいや内容」に

ついて実践的な学びを丁寧に行うことが求められている。

そこで本稿においては、保育者養成課程の保育内容「環

境」指導法の授業で取り扱った内容を吟味し、その教育

効果を検討することから専門性を踏まえた今後の授業展

開に活かしていきたい。
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１１．． 保保育育内内容容のの「「環環境境」」  

保育内容「環境」は、子どもを取り巻く身近な環境との

かかわりに関する領域である。それは、子どもが、「周囲

の様々な環境に好奇心や探究心をもって関わり、それらを

生活のなかに取り込んでいく力」3)を養っていくことであ

る。保育者の側から言えば、様々な総合的活動を行う中で、

どのように身近な環境と関わり、どのように子ども自身が

心を動かしていくのかをとらえるための視点である。しか

し子どもを取り巻く環境と言っても大変幅が広く、どこか

らどこまでの範囲と決めることは困難である。 
この環境について小川（2002）は、「環境とは、人間

の交渉の対象として人間を取り巻く世界と有機的に関連

しあう総体をいう。」4)と定義している。つまり子どもも

含めて私たちは環境の中に存在し、自分もその環境の一

部としてまた別の環境に関わりながら生活しているとい

うことである。子どもは子どもなりに遊びの世界を広げ

ていったり、人との関係を作っていったりしながら、環

境と関わり交渉していく。その繰り返しの中で自分たち

を取り巻く環境は、自ら作り上げていくことができるこ

と、また、時には自分の思い通りにはならないこともあ

るという認識ができるようになる。子どもは自分を取り

巻く環境の中で人・もの・ことと関わりながら、その世

界のありように気づき、徐々に人・もの・こととの関わ

り方を学んでいくのである。 
また湯川（2015）は、「子どもにとっての「環境」は、

何よりもまず子どもの行動圏、生活圏を抜きにはありえ

ない。「身近な環境」とは、空間上の距離として近いこと

ではなく、どんなに距離が離れていようとも、それがあ

る子どもにとって、関係をもち、意義をもっている限り

身近なのである。」5)と定義した。また、秋田（2018）は、

「保育者は育ちゆく子どもの状況、移り変わる事物の状

況に目を配り、時をとらえて子どもと事物との出会いの

機会を準備する役割を担っている。」6)と定義した。さら

に柴崎（2010）は、保育者養成課程での保育内容「環境」

の学びについて、「子どもたちとかかわりながら、子ども

たちが環境とどのようにかかわっているのか、またその

かかわりが領域「環境」の内容として示されている具体

的な経験として蓄積されるためには、どのような環境構

成や援助が求められてくるのかなど、具体的に考えてい

く力を育成していくことが必要となる。」7)と定義した。

つまり環境とは、子どもにとって生活圏であることを含

め、子どもと関係をもつことによってはじめて身近なも

のとなる。そして、子どもにとって身近なものになるた

めには、保育者が直接触れる出会いの機会を準備するこ

とが求められる。そのためには、保育者養成課程の学び

において環境構成や具体的に考えていく力を育成するこ

とが必要である。従って、保育者養成課程における保育

内容「環境」における講義内容の方法を検討することは

非常に意味がある。 
2018 年に改編された幼稚園教育要領等の保育内容「環

境」の領域は、以下のように提示されている。8) 

＜表 1＞領域「環境」におけるねらい及び内容 
ねらい 

⑴身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々な事象に興

味や関心を持つ。  

⑵身近な環境に自分から関わり、発見を楽しんだり、考えた

りし、それを生活に取り入れようとする。  

⑶身近な事象を見たり、考えたり、扱ったりする中で、物の

性質や数量、文字などに対する感覚 を豊かにする。 

内容 

⑴自然に触れて生活し、その大きさ、美しさ、不思議さなど

に気付く。  

⑵生活の中で、様々な物に触れ、その性質や仕組みに興味や

関心をもつ。  

⑶季節により自然や人間の生活に変化のあることに気付く。 

⑷自然などの身近な事象に関心をもち、取り入れて遊ぶ。  

⑸身近な動植物に親しみをもって接し、生命の尊さに気付

き、いたわったり、大切にしたりする。 

⑹日常生活の中で、我が国や地域社会における 様々な文化

や伝統に親しむ。  

⑺身近な物を大切にする。  

⑻身近な物や遊具に興味をもって関わり、自分なりに比べた

り、関連づけたりしながら考えたり、試したりして工夫し

て遊ぶ。  

⑼日常生活の中で数量や図形などに関心をもつ。 

⑽日常生活の中で簡単な標識や文字などに関心を もつ。  

⑾生活に関係の深い情報や施設などに興味や関心 をもつ。 

⑿幼稚園内外の行事において国旗に親しむ。 

内容の取扱い 

(1)幼児が、遊びの中で周囲の環境と関わり、次第に周 囲の

世界に好奇心を抱き、その意味や操作の仕方に関心をも

ち、物事の法則性に気付き、自分なりにえることができる

ようになる過程を大切にすること。また、他の幼児の考え

などに触れて新しい考えを生み出す喜びや楽しさを味わ

い、自分の考え をよりよいものにしようとする気持ちが

育つようにすること。 

(2)幼児期において自然のもつ意味は大きく、自然の大 き

さ、美しさ、不思議さなどに直接触れる体験を通して、幼

児の心が安らぎ、豊かな感情、好奇心、思考力、表現力の

基礎が培われることを踏まえ、幼児が自然との関わりを深

めることができるよう工夫すること。  

(3)身近な事象や動植物に対する感動を伝え合い、共感 し合

うことなどを通して自分から関わろうとする意欲を育て

るとともに、様々な関わり方を通してそれらに対する親し

みや畏敬の念、生命を大切にする気持ち、公共心、探究心

などが養われるようにすること。 

(4)文化や伝統に親しむ際には、正月や節句など我が国 の伝

統的な行事、国歌、唱歌、わらべうたや我が国の伝統的な

遊びに親しんだり、異なる文化に触れる活動に親しんだり

することを通じて、社会とのつながりの意識や国際理解の

意識の芽生えなどが養われるようにすること。  

(5)数量や文字などに関しては、日常生活の中で幼児自 身の

必要感に基づく体験を大切にし、数量や文字 などに関す

る興味や関心、感覚が養われるようにすること。 
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ここには子どもの発達に応じた保育内容として、生涯

の学びにつながるような多様な内容が示されている。 
子どもを取り巻く社会の変化とともに自然や地域とい

った存在が子どもたちにとって身近でなくなってきてい

る今日、幼稚園等の保育の中では意図的にそれらを取り

入れ、直接体験できるよう、ねらい、内容、内容の取扱

いが示されている。特に今回の改編による「環境」にお

ける変更点は二点ある。一つ目は「⑹日常生活の中で、

我が国や地域社会における 様々な文化や伝統に親しむ。」

9)が新たな内容として加わった。国際社会の中の日本を

意識する機会の増加や地域社会において様々な人々との

交流や色々な場所に馴染むこと、さらに身近な自然との

触れ合いを通して豊かな体験をしていくことの大切さな

どの視点を取り入れることは、子どもを取り巻く現代的

課題を補完していくうえで必要である。地域を素材とし

て保育の中に位置付けることは、自分の住んでいる地域

の理解やその地域の過去から現在へのつながりを感じと

る心を育てていくことになると言える。 
二つ目は「⑻身近な物や遊具に興味をもって関わり、

自分なりに比べたり、関連づけたりしながら考えたり、

試したりして工夫して遊ぶ。」10)のうち下線の部分が新た

に加筆された。これは子どもが身近な環境に好奇心や不

思議さをもって関わる中で、何かを発見したり面白さを

見つけたりし、量や大きさを比べるという対の世界を感

じることや、違う場面や遊びに取り入れていくなど自分

の思いを探求していくことが大切である。つまり子ども

の知的好奇心が刺激され環境に対する意味が広がってい

くということである。保育者が子どもを取り巻く現代的

課題を意識しそこに踏み込んで保育を展開していくこと

で、子どもは日常生活の中で取り入れにくくなっている

身近な自然や地域との関わり、様々な周囲の環境への積

極的な関わりを具体的な体験を通し深めていくことが可

能となる。 
 

２２．．保保育育者者おおよよびび保保育育者者養養成成課課程程のの学学生生のの状状況況  

保育者は身近な人・もの・ことに触れる中で、面白さ

や美しさ、不思議さに対し心を動かせる感性を持ち合わ

せていることが大事である。豊かな感性を持った保育者

による様々な行為は子どものモデルとなる。また子ども

が感じ取ったことがどのように意味付けされていくのか

保育者の見通しを持った援助によって生き生きとした保

育が生み出されていく。しかし現在、保育者自身の育ち

や日々の生活の中で五感を通した様々な体験が乏しい故

に、多様な保育の内容を創造していくことが困難な傾向

がある。2005 年の中央教育審議会答申「子どもを取り巻

く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の方向性」にお

いて、幅広い生活体験や自然体験を十分に積むことがな

いまま保育者になり、自らの多様な体験を取り入れなが

ら具体的に保育を構想し、実践することがうまくできな

い教員等になっているという指摘がなされた。註 7すでに

様々な体験が不足した状況の保育者が保育現場にはいる

ということである。特に自然に触れること、地域に触れ

合い馴染みを持つことは不足しがちだと考えられる。 
細田ら（2008）は保育者を目指す学生に自然に関する

調査をしているが、自然に興味・関心を示さない学生が

いること、その原因として学生の育ちや日常生活の中で

自然環境に触れることや子ども時代に自然を使った遊び

体験の乏しさの影響があるということを指摘した 11)。幼

稚園教育要領等においても自然に関する事項は多く示さ

れているように、保育現場において自然に関わることが

求められる一方、保育者の自然に対する体験や知識の不

足があるという状況は、求めることと求められることに

乖離があるといえる。 
また及川・岩﨑ら（2019）は保育者養成課程の学生た

ちの地域との関わりについての調査から、学生たちの成

長過程において身近な地域に関わり、その地域にある文

化や伝統に触れる機会はあるものの、その触れ方におい

ては多くの学生が希薄傾向であることを指摘した。また、

地域の歴史的施設など認知はしているが、通りすぎる風

景としてとらえるだけで文化的な意味を感じることが少

ない傾向が見られた。地域に根付いた豊かな経験を保障

し保育を構想することができる保育者を育てるための保

育者養成プログラムを考えることが保育者養成の課題で

あることを明らかにした 12)。 
保育者養成を考えるとき、現在を生きる保育者自身ま

た、学生たち自身が著しい社会変化の中で育ってきてお

り、地域における様々な自然体験や生活体験が乏しいと

いう状況であることを認識する必要がある。保育者養成

課程において身近な自然や地域を取り入れるための体験

を伴った学びや具体的な視点の提示は、今までよりもさ

らに必要となってくる。 
 

３３．．保保育育内内容容「「環環境境」」のの授授業業ににおおけけるる教教育育効効果果  

（１）授業の目的及び計画 

 本教科は、前章に述べた幼稚園教育要領等の領域「環

境」のねらいや内容に基づき、授業の目的は「幼児期の

特徴を踏まえ、環境を通して行う」保育とは何かを問い

つつ、子どものたちの現況を把握しながら保育者の具体
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ここには子どもの発達に応じた保育内容として、生涯

の学びにつながるような多様な内容が示されている。 
子どもを取り巻く社会の変化とともに自然や地域とい

った存在が子どもたちにとって身近でなくなってきてい

る今日、幼稚園等の保育の中では意図的にそれらを取り

入れ、直接体験できるよう、ねらい、内容、内容の取扱

いが示されている。特に今回の改編による「環境」にお

ける変更点は二点ある。一つ目は「⑹日常生活の中で、

我が国や地域社会における 様々な文化や伝統に親しむ。」

9)が新たな内容として加わった。国際社会の中の日本を

意識する機会の増加や地域社会において様々な人々との

交流や色々な場所に馴染むこと、さらに身近な自然との

触れ合いを通して豊かな体験をしていくことの大切さな

どの視点を取り入れることは、子どもを取り巻く現代的

課題を補完していくうえで必要である。地域を素材とし

て保育の中に位置付けることは、自分の住んでいる地域

の理解やその地域の過去から現在へのつながりを感じと

る心を育てていくことになると言える。 
二つ目は「⑻身近な物や遊具に興味をもって関わり、

自分なりに比べたり、関連づけたりしながら考えたり、

試したりして工夫して遊ぶ。」10)のうち下線の部分が新た

に加筆された。これは子どもが身近な環境に好奇心や不

思議さをもって関わる中で、何かを発見したり面白さを

見つけたりし、量や大きさを比べるという対の世界を感

じることや、違う場面や遊びに取り入れていくなど自分

の思いを探求していくことが大切である。つまり子ども

の知的好奇心が刺激され環境に対する意味が広がってい

くということである。保育者が子どもを取り巻く現代的

課題を意識しそこに踏み込んで保育を展開していくこと

で、子どもは日常生活の中で取り入れにくくなっている

身近な自然や地域との関わり、様々な周囲の環境への積

極的な関わりを具体的な体験を通し深めていくことが可

能となる。 
 

２２．．保保育育者者おおよよびび保保育育者者養養成成課課程程のの学学生生のの状状況況  

保育者は身近な人・もの・ことに触れる中で、面白さ

や美しさ、不思議さに対し心を動かせる感性を持ち合わ

せていることが大事である。豊かな感性を持った保育者

による様々な行為は子どものモデルとなる。また子ども

が感じ取ったことがどのように意味付けされていくのか

保育者の見通しを持った援助によって生き生きとした保

育が生み出されていく。しかし現在、保育者自身の育ち

や日々の生活の中で五感を通した様々な体験が乏しい故

に、多様な保育の内容を創造していくことが困難な傾向

がある。2005 年の中央教育審議会答申「子どもを取り巻

く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の方向性」にお

いて、幅広い生活体験や自然体験を十分に積むことがな

いまま保育者になり、自らの多様な体験を取り入れなが

ら具体的に保育を構想し、実践することがうまくできな

い教員等になっているという指摘がなされた。註 7すでに

様々な体験が不足した状況の保育者が保育現場にはいる

ということである。特に自然に触れること、地域に触れ

合い馴染みを持つことは不足しがちだと考えられる。 
細田ら（2008）は保育者を目指す学生に自然に関する

調査をしているが、自然に興味・関心を示さない学生が

いること、その原因として学生の育ちや日常生活の中で

自然環境に触れることや子ども時代に自然を使った遊び

体験の乏しさの影響があるということを指摘した 11)。幼

稚園教育要領等においても自然に関する事項は多く示さ

れているように、保育現場において自然に関わることが

求められる一方、保育者の自然に対する体験や知識の不

足があるという状況は、求めることと求められることに

乖離があるといえる。 
また及川・岩﨑ら（2019）は保育者養成課程の学生た

ちの地域との関わりについての調査から、学生たちの成

長過程において身近な地域に関わり、その地域にある文

化や伝統に触れる機会はあるものの、その触れ方におい

ては多くの学生が希薄傾向であることを指摘した。また、

地域の歴史的施設など認知はしているが、通りすぎる風

景としてとらえるだけで文化的な意味を感じることが少

ない傾向が見られた。地域に根付いた豊かな経験を保障

し保育を構想することができる保育者を育てるための保

育者養成プログラムを考えることが保育者養成の課題で

あることを明らかにした 12)。 
保育者養成を考えるとき、現在を生きる保育者自身ま

た、学生たち自身が著しい社会変化の中で育ってきてお

り、地域における様々な自然体験や生活体験が乏しいと

いう状況であることを認識する必要がある。保育者養成

課程において身近な自然や地域を取り入れるための体験

を伴った学びや具体的な視点の提示は、今までよりもさ

らに必要となってくる。 
 

３３．．保保育育内内容容「「環環境境」」のの授授業業ににおおけけるる教教育育効効果果  

（１）授業の目的及び計画 

 本教科は、前章に述べた幼稚園教育要領等の領域「環

境」のねらいや内容に基づき、授業の目的は「幼児期の

特徴を踏まえ、環境を通して行う」保育とは何かを問い

つつ、子どものたちの現況を把握しながら保育者の具体

的な指導方法を身に付けることとした。さらに、今日に

おける子どもを巡る課題を踏まえ、地域のフィールドワ

ーク等を取り入れ、自然環境及び人的・物的環境と発達

段階との関係、子どもの好奇心や探求心及び思考力の基

礎を培うための指導法や安全教育等について学ぶことと

した。そこで、本教科では、①幼稚園教育要領・保育所

保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領にお

ける領域「環境」について理解すること、②保育内容実

践において身近な環境が子どもに与える影響や社会環境

における遊びや生活の実在を知ること、③保育をとらえ

る視点として環境をどのように扱い、子どもとの活動に活

かしていくための題材としてフィールドワークを実施し

地域マップ作製を試みること、を重点に授業内容を計画し

た。具体的な授業計画は以下の通りである＜表 3－1＞

授業は大きく 4 つの柱で構成した。目的①の内容を達成

するために、領域「環境」とは何かを理解できるように

第 2 回、第 3 回、第 4 回の授業時に、幼稚園教育要領等

で提示されている内容を具体的な保育事例を用いて説明

を行った。次は、目的②の内容を達成するために、第 5
回、第 6 回、第 7 回、第 8 回の授業時に、行事という柱

を基にしながらその時期の自然環境や室外・内の遊びを

取り上げ、子どもにとっての環境と保育活動について 4
期に分けて吟味した。4 期を先に説明した理由は、第 5

回目に領域「環境」の具体的な内容を説明した際、「6）
日常生活の中で、我が国や地域社会における様々な文化

や伝統に親しむ」13)項目において、「正月」を伝統行事と

して例にあげていたため、1 月～3 月にあたる 4 期を最

初に取り上げた。特に、伝統行事に関しては、行事の由

来や歌・食材・遊びへの展開等も取り上げ、それらが身

近な環境とし子どもの活動に活かされていることに注目

できるようにした。また、学生自ら調べ学習ができるよ

うにも工夫した。さらに、近年注目されている非認知能

力における思考力の育ちを取り上げ、第 11 回、第 13 回

時に説明をし、子どもと事物との出会いの機会をどのよ

うに準備できるかを考察できるようにした。最後に、目

的③の内容を達成するために、フィールドワークを実施

し地域を身近な環境としてとらえ自然環境や物的環境に

注目できるように「おでかけビンゴ」（＜表 3－2＞）を

完成しながら地域マップ作製ができるように促した。ビ

ンゴは、東京都 S 保育園の保護者がデザインし実際 S 保

育園の保育活動にも活用されているオリジナルのもので、

子どもたちが五感を働かせながら発見できる内容となっ

ているものである。そのため、学生が子どもの目線に立

ち体験できるようなものとして取り入れた。

（２）フィールドワークを用いた授業実践の内容及び成果

保育内容「環境」の授業におけるフィールドワーク実

践と地域マップ作製の有効性を図るため、先ずは、保育

内容「環境」はどのような教科なのかを十分理解した上

で、フィールドワークが実施できるように、第 12 回、

第 14 回の授業に配当した。学生自身が地域に触れるこ
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と・気付くことで自然物などに興味・関心を持ち、地域

を身近な環境としてとらえることができるように授業内

容を解説した上で、単元の初めと終わりに質問紙調査を

2 回行った。また、学生が自ら住んでいる地域に出向き、

観察をして発見した事柄を地域マップとして作製できる

十分な時間を確保するために、授業は第 12 回、第 14 回

目にあてた。なお、本教科は教育・保育実習を実施して

いない保育学部 2 年生を対象にしたものであり、履修者

は 179 名である。 
・調査対象者：T 大学保育学部 2 年生 
・調査期間：2020 年 7 月 
・調査方法：活動前後の質問紙調査 
・調査回答者の割合：53％ 
 
 
 

質問紙の項目は、大きく「保育内容『環境』に関する

視点から」と「身近な環境としての地域の観点から」に

分け、多岐選択法と順位法を取り入れ、学生本人の関心

事や変容が分かるように同じ質問紙項目を使った。さら

に、2 回目の質問紙は、同様な質問項目以外、「身近な環

境をとらえる視点の変化」「全体の授業内容から、最も興

味を持った単元やとても勉強になった単元」について自

由記述法で回答できるようにした。 
 フィールドワーク授業の実施に関して、学生には前も

って自宅の周辺、もしくは大学の周辺を 30 分程度歩い

てもらった（フィールドワーク 1 回目）。特に、乳幼児

向けの散歩マップを想定したものとして地域マップが作

製できるように、学生自身が乳幼児の目線を持って取り

組むことが重要であると説明した。次に、一週間のうち

に「おでかけビンゴ」の題に沿って物を見つけながら 2
回目のフィールドワークが実施できるように促した。さ

らに、発見した動植物等においては、それについて調べ

るように促し地域周辺の自然環境にも注目できるように

指導した。最後に、地域マップ作製時には、地図のどの

辺りで見つけたのか印をつけると共に、安全面において

配慮が必要な場所も書き込むように指導した。 
授業実施後の質問調査における自由記述の回答欄を分析

すると、回答者全員が「身近な環境をとらえる視点に変

化がある」と答えていた。具体的な理由としては、＜表

3－3＞に示したように、「フィールドワークを通し、地

域の環境について知ることができたため」という新たな

自然への発見や気付きに対し 29 名（30.5％）の学生が

回答していた。次の理由としては、「身近な環境として小

さな変化に気付くようになり観察する目が養われた」「何

か変化を探そうと歩く時もいろいろなところを見て歩く

ようになった」など、日頃の生活において意識して見る

ようになったと回答した学生が 20 名（21.1％）であっ

た。さらに、環境の大切さに気付いたりすることは身近

な環境が自然に限らず人が生活する場でもあることから、

地域そのものをとらえる視点が変わったと回答した学生

がそれぞれ 10 名（10.5％）であった。以下は、学生の

回答のうち「地域をとらえる視点」について抜粋したも

のである。 
 
・「子どもが主体的に環境に関わる」ことの意味の本質的

な理解が進んできました。「環境を通して行う保育とは」

の授業と「街歩き」の授業を通して、私の住んでいる

地域や通学路や元々住んでいた場所、学校付近など、

今まで何となく見て過ごしてきた場所を「人が生活す

る場所」としてとらえ直して見ることができ、授業以

前に比べて意識的に確認するようになりました。 

・身近な環境としてすぐ思い浮かんだのは近くの川沿い

とかの自然のことばかりでしたが、施設や住宅街や商

店街、裏路地や交通量の多い道路なども見るようにな

りました。子どもが通って安全なのか、この環境がど

ういった影響をもたらすか考えるようになりました。 

 
特に、地域をとらえる視点が変わった項目に関する学

生の回答では、上記のように、フィールドワークを通し

地域をとらえる視点が深まり、地域の一員としての自分

と、自分も地域に影響を与えている人的要因となってい

ることに気付いていることが分かる。これは、身近な環

境としての地域に対し双方向に影響を与えていることを

認識するようになったと推測される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次に、フィールドワークを通した地域マップ作製の授

業が学生自身にとって興味を持った単元・勉強になった

履修登録者 回答者 捕捉率
179名 95名 53％

〈表 3－ 3〉身近な環境を捉える視点の変化
内容 合計（名） 割合（％）

新たな発見や気付き 29 30.5
意識して見る 20 21.1
環境の大切さ 10 10.5

地域を捉える目 10 10.5
子どもの目線 7 7.4

保育者としての視点 6 6.3
面白さ・楽しさ 6 6.3

その他 7 7.4
計 95 100
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単元として取り上げていた学生は過半数を超えていた

（51％）。以下は、学生の回答の一部である。 

 

・前は特別何も感じなかったことが感じられるようにな

りました①。挨拶するのが当たり前でしたが、もっと大

きな街ではそんなことはしないし、自然に囲まれるよ

うなこともきっとないでしょう。子どもがすくすく育

ついい環境 aなのだと再確認できました。 

・生まれてからずっと住んでいる土地なのに見落として

いた②自然のものにたくさん出会えて bよかったと思

いました。 

・普段何気なく通っているところにこんなお店があった

んだとか、いろいろな看板があるんだなど、街歩きを

して新たに発見できました③。 

・五感を刺激するものを見つけるという観点から景色を

見ると、普段見慣れていた景色が違って見えてきて自

分が住む場所の新たな魅力を知る④ことができました。 

・自分の家の周りをよく観察しながら歩いたことでさま

ざまなことに気付く⑤ことができました。よく観察する

ことや子ども目線で物事を見極めることが大切アだと

とても勉強になりました。 

・地域を歩くことで自然を知ったり c、子どもの目線に

立ち、危険なところがないかを調べたりと、現場での

散歩に活かせる力を育てるイことができました。また、

街歩きをすることで、今まで持っていた地域の環境に

対して意識⑥が良くなりました。 

・実際に街歩きをしてみて、今まで知らなかった自然を

知る dことができてとても楽しかったし、私の周りに

はまだまだ知らない自然がたくさんあると感じ、これ

からも探索したいと思いました。また、街歩きをして

作った地域マップは保育士になってからとても役に立

つウと感じました。これからも街歩きをして新しいもの

を発見したら、そのマップに付け足していきたいと思

いました。 

・子どもたちは身近にある自然や環境に憧れ親しんでい

くということに気付かされました。面白いものや不思

議なもの、危険なものなどが身近に潜んでいて、それ

に気付くということは保育者として非常に重要エだと

思いました。 

・身近な環境として地域について考えることがなかった

ので、子どもの環境とは自然だけではないこと eを学

びました。 

 

 回答の結果から、フィールドワークを通し地域マップ

作製を実施したことにより、学生が興味を持ったり勉強

になったりした理由として、これまであまり気に留めな

かった地域のさまざまなものに気付き、魅力を感じるき

っかけになっていることが分かる（①,②,③,④,⑤,⑥）。

また、住み慣れた地域にある自然を知る機会にもなって

いる（a,b,c,d）といえる。さらに、このような実践が子

どもの目線に立ち、物事をとらえる幼児理解につながっ

たり、保育者の力量を育む経験になったり（ア,イ,ウ,エ）

と、保育者養成課程の学びにおいて領域「環境」を具体

的に考えていく力になったと解釈しているといえる。ま

た、子どもにとっての身近な環境が自然に限るものでは

ないことに気付いている意見は（e）、一般的な「環境」

の概念と領域「環境」との微妙な違いをしっかり理解す

るようになってきたからだと考えられる。 
 以上のことから、学生の自由記述法による回答では、

フィールドワーク実践を通し学生らは住み慣れた地域に

気付き、再度見直す経験から普段見過ごしていた事柄に

改めて目を向けている自らの姿を認識するようになった

といえる。 
 
おおわわりりにに  

 本稿は、保育者養成課程の保育内容「環境」指導法に

おける授業内容の一つとしてフィールドワークの実践を

通した地域マップ作製を行い、その方法の有効性を検証

したものである。授業の成果から、学生にとってのフィ

ールドワークの実践及び地域マップ作製は、保育者を目

指す者として子どもに教えることよりも先に学生自身が

身近な環境に触れることが大切であることを気付かせた。

さらに、自分の置かれている環境にしっかりと目を向け

ることや発見の目が幼児理解につながることを多くの学

生が認識する機会となった。よって、保育内容「環境」

指導法はどのような教科なのかを十分理解した上で、フ

ィールドワーク実施及び地域マップ作製を行うことは、

学生が「身近な環境」を具体的に感じ取る経験となり、

環境をとらえる視点が深化する手掛かりになり得ること

が明らかになった。学生自身の実体験が乏しいと言われ

ている現在、地域に触れ体験する実践的な方法を用いた

今回の授業内容は、具体的に保育を着想していく保育者

としての力量の土台となると思われる。 

 

【註】 

註 1 近年の子どもの育ちをめぐる環境の変化等を踏まえ、満 3

歳以上の子どもの幼児教育の重要を踏まえ、文部科学省、厚生

労働省、内閣府、三省合意のもと、主体的な遊びを中心とした
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教育内容に関して、幼稚園、保育所、認定こども園との整合性

を確保した。  
註２2011 年教育基本法改正において幼児期の教育に関する規定

について新設された。教育の根本にさかのぼった改革が求めら

れており、将来に向かって新しい時代の教育の基本理念を明確

に示すことの重要性から国や地方公共団体が その振興に努め

るべき規定が示された。 

註 3急速な少子化の進行、 結婚・出産・子育ての希望がかなわ

ない現状、家族、地域、雇用など子ども・子育てを 取り巻く環

境が変化、子ども・子育て支援が質・量ともに不足、家族関係

社会支出の対ＧＤＰ比の低さ、子育ての孤立感と負担感の増加、

深刻な待機児童問題、放課後児童クラブの不足「小 1 の壁」、

Ｍ字カーブ（３０歳代で低い女性の労働力率）、質の高い幼児期

の学校教育の振興の重要性、子育て支援の制度・財源の縦割、

地域の実情に応じた提供対策が不十分などの現状を受けて、質

の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供（待機児童の解

消・地域の保育を支援・教育・保育の質的改善）、保育の量的拡

大・確保、教育・保育の質的改善、地域の子ども・子育て支援

の充実を目指すため子ども・子育て関連３法が 2012 年 8 月に

成立した。 

註 4幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習

指導要領等の改善及び必要な方策等についての第 2 節幼児教育

の意義及び役割の中で幼児教育の範囲を以下のように明示した。

幼児とは、小学校就学前の者を意味する。幼児教育とは、幼児

に対する教育を意味し、幼児が生活するすべての場において行

われる教育を総称したものである。具体的には、幼稚園におけ

る教育、保育所等における教育、家庭における教育、地域社会

における教育を含み得る、広がりを持った概念としてとらえら

れる。 
註 5幼児教育でいう資質・能力は、豊かな体験を通じて、感じた

り、気付いたり、分かったり、できるようになったりする（知

識及び技能の基礎）気付いたことや、できるようになったこと

などを使い、考えたり、試したり、工夫したり、表現したりす

る（思考力，判断力，表現力等の基礎）心情、意欲、態度が育

つ中で、よりよい生活を営もうとする（学びに向かう力，人間

性等）ことであり、幼児教育においては、幼児期の特性から、

この時期に育みたい資質・能力は、小学校以降のような、いわ

ゆる教科指導で育むのではなく、幼児の自発的な活動である遊

びや生活の中で、感性を働かせてよさや美しさを感じ取ったり、

不思議さに気付いたり、できるようになったことなどを使いな

がら、試したり、いろいろな方法を工夫したりすることなどを

通じて育むことが重要とされている。幼児教育において育まれ

た資質・能力を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよう、幼

児教育と小学校教育の接続を図ることの必要性が示されている。 

註 6 2017 年幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定

こども園教育・保育要領の改編に伴い新たに創設された。小学

校入学時までに育まれる子どもの姿を、10 個の具体的な視点か

ら捉えて、明確化したものである。各就学前施設においては、

子どもの発達や学びの個人差に留意しつつ、幼児期の終わりま

でに育ってほしい幼児の姿を具体的にイメージして、日々の幼

児教育を展開していくようにする。小学校においては、各就学

前施設と情報を共有し、幼児期の終わりの姿を理解した上で、

就学前施設から小学校への接続の取組を進めていくことが求め

られている。 
註７答申の第 4 節では子どもの育ちの現状と背景として、子ども

の育ちの現状、子どもの育ちの変化の社会的背景、子どもの育

ちをめぐる環境の変化 －地域社会の教育力の低下－、親の子

育て環境などの変化 －家庭の教育力の低下－と並んで、幼稚

園等施設の教員等の今日的課題が提示されている。現在の幼稚

園等施設における教員等には，社会環境の変化等に伴う新たな

課題に対応するための能力が必要とされている。一方で，近年

の教員等には，幼児教育を実践する上で必要となる資質が十分

に備わっていない者も見られるとの指摘があるなど 2005 年に

示された。 
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教育内容に関して、幼稚園、保育所、認定こども園との整合性

を確保した。  
註２2011 年教育基本法改正において幼児期の教育に関する規定

について新設された。教育の根本にさかのぼった改革が求めら

れており、将来に向かって新しい時代の教育の基本理念を明確

に示すことの重要性から国や地方公共団体が その振興に努め

るべき規定が示された。 

註 3急速な少子化の進行、 結婚・出産・子育ての希望がかなわ

ない現状、家族、地域、雇用など子ども・子育てを 取り巻く環

境が変化、子ども・子育て支援が質・量ともに不足、家族関係

社会支出の対ＧＤＰ比の低さ、子育ての孤立感と負担感の増加、

深刻な待機児童問題、放課後児童クラブの不足「小 1 の壁」、

Ｍ字カーブ（３０歳代で低い女性の労働力率）、質の高い幼児期

の学校教育の振興の重要性、子育て支援の制度・財源の縦割、

地域の実情に応じた提供対策が不十分などの現状を受けて、質

の高い幼児期の学校教育、保育の総合的な提供（待機児童の解

消・地域の保育を支援・教育・保育の質的改善）、保育の量的拡

大・確保、教育・保育の質的改善、地域の子ども・子育て支援

の充実を目指すため子ども・子育て関連３法が 2012 年 8 月に

成立した。 

註 4幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習

指導要領等の改善及び必要な方策等についての第 2 節幼児教育

の意義及び役割の中で幼児教育の範囲を以下のように明示した。

幼児とは、小学校就学前の者を意味する。幼児教育とは、幼児

に対する教育を意味し、幼児が生活するすべての場において行

われる教育を総称したものである。具体的には、幼稚園におけ

る教育、保育所等における教育、家庭における教育、地域社会

における教育を含み得る、広がりを持った概念としてとらえら

れる。 
註 5幼児教育でいう資質・能力は、豊かな体験を通じて、感じた

り、気付いたり、分かったり、できるようになったりする（知

識及び技能の基礎）気付いたことや、できるようになったこと

などを使い、考えたり、試したり、工夫したり、表現したりす

る（思考力，判断力，表現力等の基礎）心情、意欲、態度が育

つ中で、よりよい生活を営もうとする（学びに向かう力，人間

性等）ことであり、幼児教育においては、幼児期の特性から、

この時期に育みたい資質・能力は、小学校以降のような、いわ

ゆる教科指導で育むのではなく、幼児の自発的な活動である遊

びや生活の中で、感性を働かせてよさや美しさを感じ取ったり、

不思議さに気付いたり、できるようになったことなどを使いな

がら、試したり、いろいろな方法を工夫したりすることなどを

通じて育むことが重要とされている。幼児教育において育まれ

た資質・能力を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよう、幼

児教育と小学校教育の接続を図ることの必要性が示されている。 

註 6 2017 年幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定

こども園教育・保育要領の改編に伴い新たに創設された。小学

校入学時までに育まれる子どもの姿を、10 個の具体的な視点か

ら捉えて、明確化したものである。各就学前施設においては、

子どもの発達や学びの個人差に留意しつつ、幼児期の終わりま

でに育ってほしい幼児の姿を具体的にイメージして、日々の幼

児教育を展開していくようにする。小学校においては、各就学

前施設と情報を共有し、幼児期の終わりの姿を理解した上で、

就学前施設から小学校への接続の取組を進めていくことが求め

られている。 
註７答申の第 4 節では子どもの育ちの現状と背景として、子ども

の育ちの現状、子どもの育ちの変化の社会的背景、子どもの育

ちをめぐる環境の変化 －地域社会の教育力の低下－、親の子

育て環境などの変化 －家庭の教育力の低下－と並んで、幼稚

園等施設の教員等の今日的課題が提示されている。現在の幼稚

園等施設における教員等には，社会環境の変化等に伴う新たな

課題に対応するための能力が必要とされている。一方で，近年

の教員等には，幼児教育を実践する上で必要となる資質が十分

に備わっていない者も見られるとの指摘があるなど 2005 年に

示された。 
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